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検討会におけるこれまでの主なご指摘 

 

●調査対象 

・ 事業場だけではなく、事業場で働いている労働者にも調査票を配るよう設計す

ることが望ましいのではないか。 

 

●抽出方法 

＜事業場・労働者共通＞ 

・ 裁量労働制非適用の事業所・労働者について、適用事業所・労働者と比較可能

なだけの回答を得るためには、裁量労働制の対象となる業務を行っている事業

所・労働者に無駄なく調査票が配布され、分析に必要な数の回答が得られるよう

工夫すべき。 

 

・ 層別に精度がどのぐらいあるかというのをきちんと評価して、結果から何をど

こまで言えそうなのかというのを明確にしておくことが大事ではないか。 

 

＜事業場＞ 

・ まず裁量労働制で働いている方が多くいる事業場からサンプルを抽出するのが

良いのではないか。 

 

・ 一般労働者との比較の観点から、裁量労働制を導入していない事業場からもサ

ンプルを抽出するのが良いのではないか。その際、裁量労働制を導入している事

業場となるべく近い属性の事業場を抽出してマッチングする工夫が必要ではな

いか。 

 

・ 一般事業場については、裁量労働制導入事業場の地域、業種区分、労働者数等

を層別の要因に用いて、層化無作為抽出を行うのが良いのではないか。 

 

・ 一般事業場について、最初に調査対象該当者（裁量労働制適用者と類似の業務

を行う労働者）がいるかを聞き、いると回答した事業場にだけ調査票を配る、２

層抽出という方法がある。しかしその方法でもバイアスがかかり、時間と費用も

かかる。 

 

・ １層抽出にして、調査票の冒頭で調査対象該当者がいるかを聞き、いない場合

も回答はしてもらうという方法で良いのではないか。 

 

＜労働者＞ 

・ 事業場を通じて労働者に調査票を配布してもらう際、一番多く働いているグル
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ープから抽出する方法や、年齢・性別といった比率で選ぶ方法などがある。今後

議論が必要ではないか。 

 

・ 最初から年齢、性別等で層別して配ってもらうのは良い方法だが、そこまで事

業場にやってもらうのは、負担も大きいか。 

 

・ 裁量労働制が適用されている人の業種、規模、勤続年数、職種、仕事内容ぐら

いはある程度そろえた上で、裁量労働制でない人たちと比べないと厳密には比較

にならないのではないか。労働者の属性に関しても考えた方が良いのではないか。 

 

・ 調査票を配布する労働者の属性を指定すればするほど、回収率が下がる可能性

もあるので、議論が必要ではないか。 

 

・ 配る段階で細かく指定し過ぎると、十分なサンプルが集まらないという問題が

あるのではないか。出来るだけランダムに配ってもらい、集まってきたもので可

能な限り統計的に属性をマッチングした上で比較する手法が良いのではないか。 

 

・ 事業場内での無作為抽出が必要ではないか。例えば、ランダムに割り当てた月

日に一番近い誕生日の人を選んでもらうなど、できるだけランダムに労働者を選

ぶ方法を議論することが必要ではないか。 

 

・ 労働者を抽出する段階で層化してしまうと実査が難しくなるという指摘があっ

たが、どこまでをサンプリングでやり、どこからは後の統計処理でやるのかとい

うことで考え方の整理ができるのではないか。 

 

・ 職種に関する情報は非常に重要であり、サンプリングのときにどうすべきか考

える必要があるのではないか。現在、裁量労働制で働いている方は、ほとんどが

専門的な方なので、一般労働者とうまくマッチすることができるのかどうかはよ

く考える必要があるのではないか。 

 

・ 最初に裁量労働制で働いている人だけをサンプルとして抽出し、それに非常に

似た属性の人を別の調査で一般労働者としてとってくるという調査をするのか、

それとも一斉にまいてしまって、できる限りその中で工夫するのか、そのあたり

を考える必要があるのではないか。 

 

・ 一般労働者については、①裁量労働制適用事業場から選ぶ方法と、②裁量労働

制が適用されていない事業場から選ぶ方法がある。どちらがより比較対照に適し

ているか検討が必要ではないか。 
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・ ①だと事業場間の差は制御できるが、あえて適用事業場で裁量労働制の労働者

と一般労働者を比べると、専門性などその労働者間の仕事の違いをコントロール

できない懸念がある。同じような仕事をしている人の間で裁量労働制の制度の影

響を比較するには、②が必要ではないか。 

 

・ ①を選択した場合、裁量労働制適用事業場には、裁量労働制適用者と非適用者

の両方を選んでもらうため、負担とになり、回収率が下がってしまうのではない

か。 

 

 ・ 労働者調査のサンプルサイズについては、事業場ごとに何人と割り付ける方法

だけではなく、事業場のサイズに応じて一定の比率で割り付ける方法もあるので

はないか。 

 

 ・ 労働者のサンプリングを規模に応じて行い、大規模な事業場ほど調査対象労働

者が多くなるのであれば、大きな事業場ほど調査負担が多くなり得る。一人一人

の労働者が選ばれる確率を同じようにすることが目的であれば、層別に事業場を

選ぶときに規模に応じて抽出をしておいて、選ばれた事業場の中での労働者数は

一定にするというやり方もあるのではないか。 

 

●調査方法 

・ 客観性をより担保する観点からも、調査的監督の方法ではなく、統計調査とし

て行うほうが良いのではないか。 

 

・ 回答のない事業場について、裁量労働制適用労働者と類似労働者がいない事業

場であるのか、単純に回答しない事業場なのかが識別できるよう、前者の場合に

も回答をしてもらう調査設計とすべきではないか。 

 

・ 労働者票の回収率を上げるためにも、事業主経由とオンラインの両方の回収方

法を用意するのが良いのではないか。 

 

・ オンライン調査を行う際は、回答ＩＤ等を事業主には知られない形で労働者に

渡すなど、匿名性を担保する工夫が必要ではないか。 

 

・ 裁量労働制の適用事業場に対する調査について、本社で全社共通の制度部分を

回答し、労働時間等残りの箇所については各事業場の担当者が記入できるように

するなど、オンライン回答票等での設計を検討できないか。 
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●回収率 

・ 公的統計としての位置付けを踏まえると、実相を偏りなく的確に把握すること

が重要であり、その観点から、できる限り回収率を上げる努力をすべきではない

か。 

 

・ 事業場を通じて回収すればもっと回収率は上がるのではないかと思うが、これ

には正負両面あるのではないか。 

 

・ 事業場に対して一定期間後に督促をかけることは一般的。この場合、15％だっ

た回収率が 20％に上がるというくらいのことはできると思うが、事業場経由で従

業員に配る方法の場合、従業員への督促は難しいか。また、事業場経由で回収す

る方法は、かえって回収率が下がるのではないか。 

 

・ 事業主が労働者を無作為抽出する作業については、事業主に負担を生じさせ回

答を忌避されないよう、工夫を検討すべきではないか。 

 

●集計方法 

・ エクセルなどでそのままデータを操作すると再現性がなくなってしまうので、

再現性があるような形で、生のデータから公表する数字までのデータ整理を確実

に行うことが重要。 

 

・ 調査自体の中立性だけでなく、集計や結果の活用に当たっても、中立性を確保

するために、データクリーニングの段階から集計結果を公表するまで、ある程度

オープンにして行うべきではないか。 

 

・ 労働者１人当たり・１日当たりの労働時間の状況の平均を聞くことに代えて、労

働時間の状況の合計と、労働日数の合計を聞く形で良いが、事業場の担当者がエ

ラーに気づくきっかけが少なくなるようにも思うので、民間調査会社がエラーチ

ェックできる仕組みを考えてはどうか。 

 

●設問設計 

・ 選択肢や付問は、様々な意見を偏りなく拾えるよう、また、政策誘導的との疑

念を招かないよう、価値中立的に設計すべきではないか。 

 

・ 回答者の負担を軽減し、回収率を高めて実態把握の正確性を高めるため、調査

項目数を精査すべきではないか。調査項目は分析の可能性や必要性の観点から、

必要最小限となるよう、JILPT 調査や第２回検討会で提示の案より減らした方が

良いのではないか。また、調査票が完成した段階で、調査項目の流れを踏まえて、
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再度項目の加除修正を検討すべきではないか。 

 

・ 様々な先行調査も参考にすべきではないか。 

 

●調査項目 

＜事業場票・労働者票共通＞ 

・ 次のような事項は、調査項目として含めるべきではないか。 

 労働時間の状況の把握方法 

 本人同意の手続、同意の撤回の手続・実態 

 本当に裁量労働制にふさわしい働き方をしているかの実態が分かる項目 

 

・ 年度の表記を西暦としてはどうか。 

 

 ・ 年度表記を西暦とすると、他の政府統計と足並みがそろわないのではないか。 

 

・ 事業場票と労働者票の業務遂行における裁量の程度に関する項目は、一定の項

目数に収れんすべきではないか。 

 

・ 過去の問に戻って確認することができるだけないような設計とすべき。 

 

 ・ 裁量労働制に対する意見に関する質問について、裁量労働制を積極的に維持す

べきか見直すべきか分からないという意見を拾うために、冒頭の問に「分からな

い」という選択肢を設けてはどうか。 

 

・ 裁量労働制の実態を浮き彫りにするためには、自由回答欄は残すべきではない

か。設問にない意見を言いたい人に配慮すべきではないか。 

 

・ 統計調査の目的は、平均的な姿や全体の分布を知った上で、中間的な姿を把握

するところにあると思うが、自由回答は、必ずしも代表的ではない極端な意見が、

全体の印象を引っ張ってしまうこともある。仮に自由回答欄を設けるなら、客観

的な公表の仕方やデータ利用における扱い等をよく考えなくてはならないので

はないか。 

 

・ 自由記入の集計はかなりの難題。後からアフターコーディングして集計するの

は相当な作業であり、自由意見ともなれば、事前に集計計画を立てることも難し

い。自由記入欄については、含めるべきかどうかということまで含めて、慎重に

検討すべきではないか。 
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＜事業場票＞ 

・ 次のような事項は、調査項目として含めるべきではないか。 

 裁量労働制を導入していない理由（小島構成員、黒田構成員、西郷座長） 

 裁量労働制の廃止経験の有無・時期・理由 

 特別の手当だけでなく、賃金総額 

 制度・運用・働き方についての労働者への説明の有無 

 労使委員会の運用状況（選出、構成、指名方法等の実態） 

 裁量労働制の効果について、正負両面の選択肢 

 

・ 労働時間の「平均」の定義を回答要領等で明確に示すべきではないか。 

 

・ 労働時間の「平均」は、「平均的な労働者」の労働時間の意味とはしない方が良

いのではないか。 

 

・ 回答者の調査負担を軽減し、回収率を高めるため、評価制度に関する質問や特

別休暇に関する質問を削除してはどうか。 

 

 ・ 裁量労働制の適用を受けた理由及び適用の効果に関する質問について、設問冒

頭で理由及び効果の両者を並列で聞く設問であることを明記すべきではないか。 

 

・ 健康福祉確保措置の実施状況に関する質問において、心とからだの健康相談窓

口については「利用」の実績を回答させるよう表現を工夫してはどうか。 

 

 ・ 労働者の同意を得る手続きに関する質問について、設問冒頭が「同意」のみの

記載となっているため、「撤回」についても聞いている設問であることが分かる

よう表現を工夫してはどうか。 

 

 ・ 同意を得られなかった及び撤回した労働者数に関する質問において、期間を区

切るのであれば、それぞれの表頭にも平成 30 年度という旨明記してはどうか。

また、撤回の理由については 30 年度以前の過去の撤回者も含めて回答を求める

べきと考えるので、その旨明記してはどうか 

 

 ・ 平成 30 年度に新たに裁量労働制の適用を受けた労働者が 1 人もいない事業場

は、「同意が得られなかった労働者」の問に対し「分からない」と回答してしまい

うるので、そもそも同意を得る対象がいなかった場合も拾えるように工夫しては

どうか。 

 

 ・ 裁量労働制を見直すべき、という意見の具体化に関する質問において、「制度を
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廃止すべき」や「やめてしまうべき」という選択肢も設けてはどうか。 

 

 ・ 今回の検討は制度をより良くしていこうという存続と発展を前提とした議論と

理解しており、「制度を廃止すべき」という選択肢を設けるべきではないのでは

ないか。 

 

 ・ 裁量労働制を制度として廃止すべきか否かというようなことは、この検討会の

アジェンダにのるものではないという認識の下で、検討を行うべきではないか。 

 

 ・ 適用事業場票で平成 30 年度中に初めて適用された労働者の人数を聞く質問に

ついて、回答に当たってはデータ抽出に相当苦労するので、平成 31 年の特定月

の労働者の人数を聞いた上で、前年の同月の労働者の人数を聞くというような工

夫をし、回答者の負担を軽減してはどうか。 

 

 ・ 労働者１人当たり・１日当たりの労働時間の状況の平均に関する質問について、

１カ月の労働時間の状況の合計を１カ月の労働日数の合計で割るという計算方

法が示されており、このように労働日数で重みをつけた加重平均は望ましい方

法だと考える。しかし、一部の回答者は誤って単純平均で回答してしまい、相対

的に、労働日数が少ない労働者に重みがかかるような結果となるおそれがある

のではないか。そこで、「平均」の計算方法についての回答者の誤解を避けるた

め、労働時間の状況の合計そのものと、労働日数の合計とを別項目でそれぞれ質

問すれば、回答者の負担を減らすことにもつながり、日数で重みをつけた労働時

間の加重平均を間違いなく求めることができるのではないか。 

 

 ・ 健康・福祉確保措置に関する質問について、現行の裁量労働制の指針の項目と

改正法案で想定されていた項目が選択肢となっており、これで良い。 

 

 ・ 裁量労働制を導入した理由のうち、「業績に基づく評価制度を導入するため」と

いう項目に対する評価の選択肢「反対の結果になった」とは何を意味するのか不

明。業績に基づく評価制度の補完や補強などを聞く項目にすれば、「反対の結果

になった」ということもイメージできるのではないか。 

 

 ・ 裁量の程度に関する質問について、労働時間管理が緩やかな人たちにとっての

大きな問題は業務量の決定の問題だと思うので、裁量の程度を問う項目の中に、

業務量についても入れておいてはどうか。 

 

 ・ 労使委員会に関する質問において、ある条件が提示され、その条件を満たさな

いものは次の問にお進みくださいとなっているが、当該質問の回答欄が白紙の場
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合、無回答で白紙なのか、それとも条件を満たさないから回答しなかったのかが

区別できない。条件を満たさないから白紙になっているということが調査票の中

でわかる設計のほうが調査技術としては好ましい。 

 

 ・ 非適用事業場票について、今回の調査では、適用事業場と非適用事業場の比較

が重視されており、できるだけ項目をそろえた方が良いという観点や、名簿作成

段階から産業分類が移動する事業場もあることを踏まえ、産業分類を聞くことと

してはどうか。 

 

＜労働者票＞ 

・ 次のような事項は、調査項目として含めるべきではないか。 

 勤続年数だけでなく、職務の経験年数 

 裁量労働制の適用者と非適用者の差異（制度導入前後で労働時間、健康状態、

などがどう変わったか） 

 １年前と比べた労働時間の増減 

 働く時間帯や深夜労働の頻度 

 裁量労働制の仕組み、みなし労働時間数、健康・福祉確保措置、苦情処理措

置の認知度 

 

・ 個人属性は、調査負担も考慮しながら把握すべきではないか。 

 

 ・ 労働者の属性に関する質問はプライベートでパーソナルな内容で、調査全体の

冒頭に配置すると回答者の意欲がそがれると考えるため、調査全体の末尾に配置

する等工夫してはどうか。 

 

 ・ プライベートな質問を末尾に配置するべきかどうかについて、ＪＭＲＡへのヒ

アリング等を行ってはどうか。 

 

・ 認知度を改めて問う設問を設けていくと、かなりボリュームのある調査票とな

ってしまう。選択肢に「わからない」という項目を入れることで、設問数を増や

さず、認知度を確認できるのではないか。 

 

・ 会社への貢献意識、ワークライフバランスへの意識、仕事への満足度について

は、必要性を精査すべきではないか。 

 

・ 仕事への満足度は、客観的行動につながり得るという知見もあるので、残して

はどうか。 
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・ 労働時間の聞き方は、１週間単位で聞くか、１か月単位で聞くか、判断が必要

ではないか。 

 

・ 労働者については、記憶に基づいて答えていただくため、不規則に働いている

方のことも考えると、１週間の労働時間で聞くほうが、精度が上がるのではない

か。一方、事業所のほうは１か月単位で賃金計算をしているため、１か月のほう

が回答しやすいのではないか。両者できるだけ精度の高い情報を吸い上げる意味

では、期間にずれがあっても仕方ないのではないか。 

 

・ 回顧調査については、去年のおなじくらいの時期に１週間当たりどれくらいの

時間だったかという聞き方や、比較して増えた・減った・変わらないという聞き

方の工夫をすることで、情報を拾うことができるのではないか。 

 

・ 事業所経由の調査である賃金構造基本統計調査は、賃金台帳から転記してもら

うことから１か月単位、個人から労働時間を聞く労働力調査は 1週間の労働時間

を聞いている。他の調査との対照等の利便性という面でも、２つの調査票で期間

が異なることはやむを得ないのではないか。 

 

・ １年で労働時間が最長月・最短月の労働時間については、その回答可能性を精

査すべきではないか。 

 

 ・ 回答者の調査負担を軽減し、回収率を高めるため、「みなし労働時間」の時間数

に関する質問、労働時間状況の把握方法に関する質問、休暇制度の利用状況に関

する質問、裁量労働制が適用されることになった理由及び適用後の効果に関する

質問削除してはどうか。 

 

 ・ 実労働時間に関する質問において、「細かく覚えていない」と回答した者に対す

る選択肢式の質問は、40 時間未満の場合も拾えるように選択肢を加えてはどう

か。 

 

 ・ 「みなし労働時間」や労働時間の把握方法を知っているか否かは、裁量労働制

重要な設問なので、残すべきではないか。 

 

 ・ 休暇制度の利用状況に関する質問について、裁量労働制適用者は形式上休暇を

取得していても実質はメール返信等を行っている場合もあると考えるため、休暇

日数を特に聞きたいということでなければ、削除してはどうか。 

 

 ・ 休暇制度の利用状況については、そもそも労働日の日数がどうなっているかに
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より比較を行おうとすると、かなり解釈に幅が出てしまうと考えており、当該質

問項目の優先度は比較的低いのではないか。 

  

・ 健康診断の受診の有無については、対象者が特定健診の対象であるか否かを問

う項目などに置き換えても良いのではないか。 

 

・ 裁量労働制適用者の健康診断の受診率についてのデータはないと思うので、健

康診断の受診の有無については、残してはどうか。 

 

・ 仕事が労働者に与える影響に関する質問について、裁量労働制と直接関係する

か不明確であると考えるので、A～Hまである項目のうち、一部又は全部の削減を

検討してはどうか。 

 

 ・ 仕事が労働者に与える影響については、非適用労働者との比較において何らか

の意味を持つ場合もあると考えるため、適用労働者、非適用労働者セットで設問

の取扱いを考えてはどうか。 

 

 ・ メンタルヘルスを聞くという意味では仕事が労働者に与える影響は重要な設問

と認識しており、メンタルヘルス等について拾えるような設問を検討してはどう

か。 

 

 ・ 裁量労働制が適用されることとなった理由及び効果については、労働者に対し

自分がどういった働き方を期待したか、その結果はどうだったか、を把握するた

めのものであり、残すべき。 

 

 ・ 裁量労働制が適用されることとなった理由及び効果に関する質問は、裁量労働

制が適用されていることへの満足度を聞く問である程度把握できるため、削除し

て良いと考える。 

 

 ・ 同意手続に関する質問及び労使委員会に関する質問について、企画業務型裁量

労働制の適用者のみに質問するのであれば、企画業務型に限定される旨、各設問

冒頭に明記してはどうか。 

 

 ・ 裁量労働制に対する意見に関する質問について、制度見直し内容の具体化を求

める設問において、「制度の運用に当たって、労働者の意向がより尊重されるよ

うにすべき」の選択肢については、「本人同意や撤回の手続なども含め、」等の文

言の追記を検討してはどうか。 
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 ・ 裁量労働制のフレキシブルな働き方は、賃金水準との見合いでその適切性が語

られるべきであり、重要であることから、以下の点を把握することを検討しては

どうか。 

・ 適用事業所の労働者の賃金水準（問 15(1)はここに吸収） 

・ 適用事業所の労働者の賃金水準の昨年からの変化 

・ 非適用事業所の労働者の賃金水準 

 

 ・ 仕事が健康等に与える影響に関する質問は、いろいろなものからとってきた

JILPT 調査のものがそのまま入っているため、比較対象はきっとこれしかなく、

調査負担から考えると落とすプライオリティーは高いかもしれない。 

 

 ・ 仕事が健康等に与える影響に関する質問は、このスペースで残すのであれば、

医学の分野で確立され、かつ著作権等の制限がなく自由に使用できる質問項目が

あれば、そういったものを使ったらどうか。 

 

 ・ 仕事が健康等に与える影響に関する質問について、このスペースに入りそうで、

かつ版権がかからず学術的に認められている尺度はあまりないが、削除してしま

うと、メンタルヘルスの状態を把握する項目が一切なくなってしまう。 

 

 ・ 仕事が健康等に与える影響に関する質問について、残す、残さないの問題に関

しては、とりあえず残しておいてはどうか。あとはどの項目を残すか。 

 

 ・ 適用労働者票の健康・福祉確保措置に関する質問について、（１）で「健康・福

祉確保措置が設けられていることを知らない」と答えた人については、（２）のそ

の措置に満足しているかという問を飛ばすという整理にしてはどうか。 

 

●統計表・二次分析 

 ・ 平均の出し方については、適用・非適用で調査対象数が変わるのは当然想定さ

れることなので、的確な比較を行うために加重平均を利用するのは妥当ではない

か。 

 

 ・ 加重平均する際の重み付けなど、他の要素については今後検討すべき課題であ

る。 

 

 ・ 裁量労働制が適用されることとされないことによって、同じタイプの労働者の

労働時間が短いか、長いかを知るということに最終的な目標がある。統計表の表

章という形でそういった問いに答えることは不可能で、回帰分析やマッチング推

定等の統計分析の手法を使わないと回答を与えることは不可能であるという認
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識を共有しておきたい。 

 

 ・ 今回収集するデータを単純集計、クロス集計するだけでは、裁量労働制の働き

方の実態を明らかにすることは困難。集計に加えて、回帰分析やマッチング推計

などの計量経済学の手法を用いた厳密な検証を追加で行うことが必要不可欠で

ある。 

 

 ・ 今後回帰分析などをするときにも関係すると思うが、サンプリングの特性を生

かしてウエートバックしていく必要がある。そのウエートのつくり方を慎重に検

討して、どのように母集団の姿を復元していくかを慎重に考えながら分析を進め

ていくことが望ましい。 

 

 ・ この調査は、他の公的統計に比べマッチングに焦点が当たった標本設計となっ

ており、母集団の姿に復元する際には、他の公的統計とは異なる集計をしなけれ

ばならず、その際、プレ調査の結果が重要になってくる。そのため、回帰分析や

二次利用の際にも、どのように非適用事業場が選ばれたのかが分かるよう、プレ

調査の結果が明らかにされることが重要である。 

 

 ・ 回帰分析するときは、どういう変数を制御するかの選択によって結果の出方が

変わってくる。そのため、幅広い立場の方が二次分析をできるような環境を整え

ることが、出てきた結果が信頼に足るものかどうかを議論するに当たっては大切

になるが、集計表が出て、その後二次利用に個票が供されるタイムラインについ

て十分に検討しておく必要があるのではないか。 


